
三重県廃棄物施策推進会議設置要綱 

 
（設置の目的） 
第１条 三重県廃棄物処理計画の進捗状況及び、県民・ＮＰＯ、事業者、市町

等、各主体の取組状況について情報共有し、点検・評価を行うため、学識者、

廃棄物関係団体、事業者、市町等で構成する「三重県廃棄物施策推進会議」（以

下「推進会議」という）を設置する。 
 
（委員） 
第２条 推進会議は、別表の委員で構成する。 
 
（委員の役割） 
第３条 推進会議は、次の各号に関する事項について、必要な情報共有及び意

見交換を行う。 
（１） 三重県廃棄物処理計画の推進に関すること。 
（２） 各主体の循環型社会形成に向けた取組に関すること。 
（３） その他、推進会議の目的を達成するために必要なこと。 
 
（委員の任期） 
第４条 委員の任期は原則２年とし、再任は妨げない。 
 
（庶務） 
第５条 推進会議の庶務は、三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイク

ル課において処理する。 
 
 
 附 則  この要綱は、平成 29年８月 10日から施行する。 
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 三重県食生活改善推進連絡協議会 会長 

50 音順 敬称略 


